
インボイス制度対策セミナー
今からでもまだ間に合う！

開催日：令和４年12月６日（火）14：00～16：00
　インボイス制度の本格運用開始は令和５年10月からですが、発行事業者となる登録は、令和５
年３月末までの申請が必要となっております。本セミナーでは、インボイス制度の概要に始まり、
どのような準備が必要か、どのような経営判断を迫られるか等について、分かりやすく解説します。
インボイス対応がこれからの方、この機会に、是非ご参加下さい ! ！

＊コロナウイルス感染症の拡大状況により、開催形態の変更や止むを得ず中止となる可能性があります。
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※ ご記入いただいた情報は、本セミナー開催における本人確認及び連絡目的に使用します。また、当所からの
各種情報提供に使用する場合があります。

セミナー参加申込書
FAX：055-921-1105（沼津商工会議所　中小企業相談所 行） 令和４年　　月　　日

【セミナー内容】
１．インボイス制度（適格請求書等保存方式）とは？
２．事業者に求められる制度への備えと実務
３．インボイス発行事業者の準備は？
４．迫られる経営判断
５．電子帳簿保存法とその対応
※最新情報提供のため、内容が一部変更となる場合があります。

会　　場　沼津商工会議所　4階大会議室
　（沼津市米山町 6‒5）
※駐車場は、プラサヴェルデをご利用下さい。

受 講 料　無料 　
定　　員　50名（先着順）
申込方法　ＦＡＸまたはＱＲコードより
　　　　　お申し込み下さい。
主　　催　沼津商工会議所 中小企業相談所
持 ち 物　筆記用具

※可能な方は直近の決算書お持ち下さい。
問い合せ　沼津商工会議所中小企業相談所

　TEL：055-921-1000/FAX：055-921-1105

平成18年小関剛税理士事務所を開所、
令和３年１月に税理士法人イワサキと
経営統合し、現在代表社員を務める。
昨年10月のインボイス制度受付開始前
より『制度の理解を深めなければ大変
なことになる』と、社内外で積極的に制
度の普及活動を行う。
静岡県行政書士会や法人会、商工会議所
のセミナー等、多数の講演実績をもつ。
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インボイス制度対策セミナー（制度改正等の課題解決環境整備事業）


